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第４次地域管理経営計画書（日野川森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第６条第８項に基づき地域管理経営計画の一部を次のように変更します。

なお、本変更計画は、平成26年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

「レクリエーションの森」の区域が変更されたことから計画事項を変更します。

【変更する内容】

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項

(2) 機能類型に応じた管理経営に関する事項

ウ 森林空間利用タイプにおける管理経営の指針その他森林空間利用タイプに関する事項

森林空間利用タイプの面積
（単位：ha）

区 分 森林空間利用タイプ うち、レクリエーションの森

面 積 1,094 664

４ 国有林野の活用に関する事項

(1) 国有林野の活用の推進方針

イ 保健・文化・教育的な活動への利用の推進

レクリエーションの森

（単位：ha）

種 類 箇 所 数 面 積

野外スポーツ地域 １ 13

風 景 林 ３ 650

そ の 他 １ 1

総 数 ５ 664
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第４次国有林野施業実施計画（日野川森林計画区）の変更について

国有林野管理経営規程第14条第２項に基づき国有林野施業実施計画の一部を次のように変更しま

す。

なお、本変更計画は、平成26年４月１日から効力を有します。

【変更理由】

「レクリエーションの森」の区域が変更されたことから計画事項を変更します。

【変更する内容】

６ レクリエーションの森の名称及び区域

レクリエーションの森の箇所別の詳細は次のとおりです。（地域管理経営計画の４の(1)のイ）

（単位：ha)

種 既設 位置(国有林・林小班) 既存施設の概要
名 称 ･ 面 積 選 定 理 由

類 新設 及び施業方法 及び施設整備

野 豪円山 既設 13.28 大山 スキー場とし 既存施設の概要
外 596イ て活用してい ・ゲレンデ、リフト、
ス 林地以外 る。 ロッジ（民間）
ポ ・ジャンプ台、ロッ
｜ ジ（大山町）
ツ
地
域

船上山 既設 133.56 大流 懸崖と天然林 既存施設なし
583ろ1、ろ2 の優れた景観
709ほ～と、り、

風 ぬ
育成複層林へ導
くための施業
間伐：9㏊

景 大流
583へ、と
709は、に、ち
天然生林へ導く
ための施業

林
大流
583イ
709イ
林地以外
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種 既設 位置(国有林・林小班) 既存施設の概要
名 称 ･ 面 積 選 定 理 由

類 新設 及び施業方法 及び施設整備

大山 既設 342.67 大山 大山周辺を彩 既存施設なし
603に る優れた景観
604へ1～と
605い
606ろ、に、へ
育成複層林へ導
くための施業
間伐：1㏊

風
大山
596ほ～ち
597ろ～に
603い～は、
ほ～ち

604り
605ろ
606い、ち

景 槇ヶ原
600れ、な、の
601た
天然生林へ導く
ための施業

大山
604イ1、イ2
林地以外

林
鏡ヶ成 既設 173.68 鏡ヶ成 烏ヶ山下部の 既存施設なし

720い～は、ち 景観
721い
育成複層林へ導
くための施業
間伐：45㏊

鏡ケ成
720に～と、り
721ろ
天然生林へ導く
ための施業

そ 大山集団 既設 0.96 大山 既存施設の概要
の 施設地区 603ロ2 ・駐車場
他 林地以外

注：１「位置及び施業方法」欄は、主伐、間伐の計画がある場合面積を記載

２「既存施設の概要及び施設整備」欄については、「既存施設の概要」は整備された代表的な施設の

概要で（ ）は管理主体等、「施設整備」は、国が整備を行う施設整備の計画がある場合記載
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８ その他必要な事項

(5) その他

レクリエーションの森以外の森林空間利用タイプの施業方法は次のとおりです。

(単位：ha)

位 置（国有林・林小班） 面 積 施業方法

大 山 596い1～は3、ぬ、る 175.56 育成複層林へ導

597い1～い4、へ1～と くための施業

槇ケ原

599い1～ろ3、ほ、ち１、ち2、ぬ～わ

600は、ほ～と、り～ぬ4、る2～か、そ1～ね、う1、

う2

601い、ほ、へ、ぬ1、ぬ2、わ3、か1～よ2

大 山 596り 248.86 天然生林へ導く

597ほ ための施業

槇ケ原 599は、に、へ、と、り1、り2

600い1～ろ、に1、に2、ち、る1、よ、た、ら、む

601ろ～に、と～り、わ1、わ2、わ4～わ6

鏡ケ成 720イ 5.79 林地以外

槙ケ原 600イ

大 山 603イ、ロ1、ロ3

606二

注：その他森林空間利用タイプに設定しているふれあいの森、施業指標林、試験地等を除く。


